
○

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
事
業
を
営
む
会
社
の
附
属
明
細
表
）

（
特
定
事
業
を
営
む
会
社
の
附
属
明
細
表
）

第
百
二
十
二
条

別
記
事
業
を
営
む
株
式
会
社
又
は
指
定
法
人
の
う
ち
次
の
各
号
に

第
百
二
十
二
条

別
記
事
業
を
営
む
株
式
会
社
又
は
指
定
法
人
の
う
ち
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
が
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
附
属
明
細
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

掲
げ
る
も
の
が
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
附
属
明
細
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

成
方
法
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
株
式
会
社
又

成
方
法
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
株
式
会
社
又

は
指
定
法
人
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
第
三

は
指
定
法
人
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
第
三

号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
附
属

号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
附
属

明
細
表
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
要
し
な
い
。

明
細
表
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
要
し
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
株

五

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
株

式
会
社
又
は
指
定
法
人
に
つ
い
て
は
、
同
令
に
定
め
る
書
式
に
よ
る
事
業
費
明

式
会
社
又
は
指
定
法
人
に
つ
い
て
は
、
同
令
に
定
め
る
書
式
に
よ
る
事
業
費
明

細
表
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

細
表
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

る
附
属
明
細
表
を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
し
、

る
附
属
明
細
表
を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る

株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
の
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業

。

省
令
第
二
十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る

も
の
と
す
る
。

六
～
十
三

（
略
）

六
～
十
三

（
略
）


